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 学校再開に伴う対応について（依頼） 

 

 ５月の登校日、６月第２週までの分散登校を経て、６月１５日より、一斉登校が始まる予定です。 

３ヶ月間にもおよぶ家庭での生活から、学校生活が再開することで、仲間に会える喜びもあれば、

不安もあることと思います。児童生徒等の心身の健康に十分配慮しながら、学校再開を進めてまい

りますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

１ 基本的な感染症対策について 

（１）毎朝、ご家庭で検温と風邪症状の確認を行い、『健康チェックカード』に必要事項を記入し

提出してください。発熱、咳など風邪症状がある場合は、登校せず家庭で療養してください。

学校への連絡をお願いします（この場合、コロナウィルス感染防止の観点から、「出席停止」

の扱いとなります） 

 

 

 

 

 

 

（２）通学時においてもマスク着用をお願いします 

（３）毎日登校時には、『健康チェックカード』確認、手洗いを実施します（顔や頭髪等には触れ

ないよう家でも指導願います）。 

（４）校内でも、原則として、咳エチケットの要領でマスクを着用します。 

（５）授業中、昼休み、放課後等も随時、児童生徒等の健康観察を行います。また、体調がわる

くなった場合は、職員室や保健室の近くの待機室に移動し、保護者の方が迎えにみえるまで

待機します。学校より連絡が入りますので、お迎えをお願いします。 

（６）抵抗力を高めるためには、十分な睡眠、適度な運動、バランスのとれた食事などが重要で

あることを、授業やホームルームなどにおいて指導します。家庭においても、声かけをお願

いします。 

（７）登校日、分散登校、一斉登校ともスクールバスは運行します。できる限り座席を離して座

る、換気、消毒等感染防止の措置をとります。マスクの着用もお願いします。自家用車での

送迎を考えてみえる方は、学校に連絡ください。 

 

２ 校内における感染防止の配慮について（学校医等の指導のもと取組を行っています） 

（１）手洗い（登校時や給食前、体育の授業後、外遊びの後、トイレ使用後教室に入る際など）、

咳エチケット（マスクの着用）について指導します。 

（２）教室の窓やドアの換気を定期的に行います。エアコン（ヒーター）使用時にも、換気を行

います。衣服による温度調節が行えるよう、家庭でも指導をお願いします。 

（３）教室やトイレなど児童生徒等が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒等が手を触れる

箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、教職員により消毒液を使用して清掃を行い

ます。 

 

３ 児童生徒等の心のケアについて 

登校日や学校再開後においては、児童生徒等の心身の健康に十分配慮するため、教育相談や

「心のアンケート」を実施します。ご心配なことがありましたら、学校に連絡ください。 

 

４ 感染症対策に留意した教室（授業）環境の整備 

（１）６月１５日からは、一斉登校となります。教室内では、座席を可能な限り間隔をとり授業

を実施します。（感染レベルによって、分散登校、臨時休業となる場合もあります） 

（２）児童生徒等及び教職員は飛沫飛散防止のためマスクを着用します。 

5月 27日すぐメールで市教委から配信 

【厚生労働省が示す、新型コロナウイルス感染に関する相談・受診の目安】 

・ 息苦しさ、強いだるさ、高熱などの症状のいずれかがある 

・ 高齢者や基礎疾患がある人で、発熱やせきなどの比較的軽いかぜ症状がある 

・ 比較的軽いかぜ症状が続く 

の３項目の１つでも該当すれば自宅で休養するよう指導すること。 



 

（３）近距離での会話や発声等をできるだけ避けるため、授業において、グループや少人数によ

る話し合い・教え合いなどの活動はできるだけ控えます。  

（４）感染症対策を講じてもなお感染の可能性が高い学習活動については、行いません。 

 

５ 給食について 

（１）６月１５日より、感染防止の措置をとり、給食を実施する予定です。 

（２）配膳時間を短くするために、1品を減らし（主食、牛乳、主菜、具沢山の汁物）ますが、 

    栄養価やバランスに留意して献立を作成しています。1品減のメニューは、8月末までを予定し

ています。その後通常の品数に戻していく方向で、検討をしていきます。 

（３）給食活動については、丁寧な手洗い、消毒、児童生徒の机列等の工夫をし、できる限り間

隔をとり、全員前向きで会話を控えるよう指導するなど感染防止に十分留意し実施します。 

（４）食物アレルギー対応を計画してみえる方は、学校との連携をお願いします。 

 

６ 部活動について 

  ○分散登校中は、部活動を行わないこととし、活動再開の具体的な時期については県教育委員

会からの連絡を受け、各学校に連絡します                                  

 

７ 学校の年間計画の見直しについて 

夏季休業日を短縮して、授業日とすることについては、６月１日にお知らせする予定です。 


